
＜旭川市＞　介護保険生活援助中心型訪問介護一定回数以上ケアプラン届出業務フロー
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※通知受理後，３か月以内に 

  変更の有無を含め報告書を市へ提出する。 

※必ずしも変更を要するものではありません。 

※変更を行った場合は 

  変更後のケアプラン添付。 
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